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目 次

　 石 川 県 障 害 者 支 援 施 設 等 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 規 則 第 二 十 四 号

　　　 石 川 県 障 害 者 支 援 施 設 等 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 障 害 者 支 援 施 設 等 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 規 則 第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 第 二 条 の 表 一 の 項 中 「 三 百 五 十 円 」 を 「 三 百 六 十 円 」 に 、「 五 百 六 十 円 」 を 「 五 百 七 十 円 」 に 改 め 、 同 表 二 の 項 中 「 三 百

円 」 を 「 三 百 二 十 円 」 に 改 め る 。

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 七 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 規 則 第 二 十 五 号

　　　 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第 一 条　 こ の 規 則 は 、 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 （ 令 和 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 五 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の

施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 開 館 時 間 等 ）

第 二 条　 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 開 館 時 間 は 、 午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で と す る 。

２ 　 セ ン タ ー の 休 館 日 は 、 月 曜 日 （ 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 百 七 十 八 号 ） に 規 定 す る 休 日 に 当

た る と き は 、 そ の 翌 日 ） 並 び に 一 月 一 日 か ら 同 月 三 日 ま で 及 び 十 二 月 二 十 九 日 か ら 同 月 三 十 一 日 ま で と す る 。

３ 　 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 知 事 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 臨 時 に 開 館 時 間 を 変 更 し 、 又 は 休 館 し 、 若

し く は 開 館 す る こ と が で き る 。

４ 　 条 例 別 表 に 掲 げ る 施 設 （ 以 下 「 ド ッ グ ラ ン 等 」 と い う 。 ） を 使 用 に 供 す る 時 間 は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 た だ し 、

知 事 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

区　　　 分 使 用 時 間

条 例 別 表 一 の 項 に 掲 げ る 施 設 一 月 四 日 か ら 三 月 三 十 一 日 ま で 及 び 十 月 一 日 午 前 十 時 か ら 午 後 四 時 ま で
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（ 以 下 「 ド ッ グ ラ ン 」 と い う 。 ） か ら 十 二 月 二 十 八 日 ま で の 期 間

四 月 一 日 か ら 九 月 三 十 日 ま で の 期 間 午 前 十 時 か ら 午 後 五 時 ま で

条 例 別 表 二 の 項 に 掲 げ る 施 設 （ 以 下 「 研 修 室 」 と い う 。 ） 午 前 九 時 か ら 午 後 五 時 ま で

（ 使 用 の 承 認 ）

第 三 条　 条 例 第 二 条 第 一 項 の 承 認 （ 以 下 「 使 用 承 認 」 と い う 。 ） を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 記 様 式 第 一 号 に よ る 申 請

書 を い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 所 長 （ 以 下 「 所 長 」 と い う 。 ） に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 　 前 項 の 申 請 書 の 受 付 は 、 ド ッ グ ラ ン の う ち 専 用 使 用 に 供 す る 部 分 に あ っ て は 使 用 し よ う と す る 日 の 一 月 前 か ら 、

ド ッ グ ラ ン の う ち 共 同 使 用 に 供 す る 部 分 に あ っ て は 使 用 し よ う と す る 日 に 限 り 、 研 修 室 に あ っ て は 使 用 し よ う と す

る 日 の 三 月 前 か ら 行 う も の と す る 。 た だ し 、 所 長 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。

３　 所 長 は 、 使 用 承 認 を し た と き は 、 承 認 書 を 当 該 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。

４　 所 長 は 、 使 用 承 認 に セ ン タ ー の 管 理 上 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が で き る 。

（ ド ッ グ ラ ン の 使 用 に 係 る 犬 の 届 出 ）

第 四 条　 ド ッ グ ラ ン を 使 用 さ せ よ う と す る 犬 を 所 有 し 、 又 は 占 有 す る 者 は 、 そ の 犬 に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 を 所 長 に 届

け 出 な け れ ば な ら な い 。 届 け 出 た 事 項 に 変 更 が あ っ た と き も 、 同 様 と す る 。

　 一 　 狂 犬 病 予 防 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 四 十 七 号 。 次 号 に お い て 「 法 」 と い う 。 ） 第 四 条 第 二 項 の 規 定 に よ る

登 録 に 関 す る 事 項

　 二　 法 第 五 条 第 一 項 の 狂 犬 病 の 予 防 注 射 に 関 す る 事 項

　 三　 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 所 長 が 必 要 と 認 め る 事 項

（ 使 用 の 承 認 事 項 の 変 更 ）

第 五 条　 使 用 承 認 を 受 け た 者 （ 以 下 「 使 用 者 」 と い う 。 ） は 、 所 長 に 対 し 、 当 該 使 用 承 認 に 係 る 事 項 の 変 更 を 申 請 す

る こ と が で き る 。

２　 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 別 記 様 式 第 二 号 に よ る 申 請 書 に 第 三 条 第 三 項 の 承 認 書 を 添 え て し な け れ ば な ら な い 。

３　 所 長 は 、 使 用 承 認 に 係 る 事 項 の 変 更 を 承 認 し た と き は 、 変 更 承 認 書 を 当 該 申 請 者 に 交 付 す る も の と す る 。

（ 使 用 料 の 減 免 の 申 請 ）

第 六 条　 条 例 第 四 条 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 減 免 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 記 様 式 第 三 号 に よ る 申 請 書 を 所 長 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。

（ 使 用 料 の 返 還 の 申 請 ）

第 七 条　 条 例 第 五 条 た だ し 書 の 規 定 に よ り 使 用 料 の 返 還 を 受 け よ う と す る 者 は 、 別 記 様 式 第 四 号 に よ る 申 請 書 を 所 長

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 使 用 の 制 限 ）

第 八 条　 所 長 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し て 、 セ ン タ ー の 使 用 を 拒 否 し 、 又 は セ ン タ ー か ら の 退 去 を 命 ず る

こ と が で き る 。

　 一　 金 品 を 募 集 し 、 又 は 物 品 を 販 売 す る 者

　 二　 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ し 、 又 は 嫌 悪 の 情 を 抱 か せ る 行 為 を す る お そ れ が あ る 者

　 三 　 セ ン タ ー の 施 設 、 設 備 若 し く は 備 品 を 損 傷 し 、 又 は 他 人 若 し く は 他 の 動 物 に 危 害 を 加 え る お そ れ が あ る 物 品 、

動 物 等 を 携 帯 す る 者

　 四　 前 三 号 に 掲 げ る 者 の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 上 支 障 が あ る と 認 め ら れ る 行 為 を す る お そ れ が あ る 者

（ 使 用 者 の 遵 守 事 項 ）

第 九 条　 使 用 者 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な い 。

　 一　 前 条 各 号 に 掲 げ る 者 に 使 用 さ せ な い こ と 。

　 二　 火 災 及 び 盗 難 の 防 止 等 に 留 意 し 、 使 用 承 認 を 受 け た 施 設 に お け る 秩 序 を 維 持 す る こ と 。

　 三　 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 所 長 が 指 示 す る 事 項

（ 使 用 終 了 の 届 出 等 ）

第 十 条　 使 用 者 は 、 ド ッ グ ラ ン 等 の 使 用 を 終 了 し た と き は 、 直 ち に 原 状 に 回 復 し 、 所 長 に 届 け 出 て 点 検 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。

（ 雑 則 ）

第 十 一 条　 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 セ ン タ ー の 管 理 運 営 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。
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　　　 附　 則

（ 施 行 期 日 ）　

１　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 石 川 県 事 務 委 任 規 則 の 一 部 改 正 ）

２　 石 川 県 事 務 委 任 規 則 （ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 規 則 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　　 別 表 第 二 動 物 愛 護 セ ン タ ー 所 長 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 。

　　　 五　 い し か わ 動 物 愛 護 セ ン タ ー 条 例 （ 令 和 六 年 石 川 県 条 例 第 三 十 五 号 ）

　　　　 １　 第 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 使 用 の 承 認

　　　　 ２　 第 三 条 第 二 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 使 用 料 を 後 納 と す る 事 由 の 認 定

　　　　 ３　 第 四 条 の 規 定 に よ る 使 用 料 の 減 免

　　　　 ４　 第 五 条 た だ し 書 の 規 定 に よ る 使 用 料 の 返 還

　　　　 ５　 第 七 条 第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定 に よ る 使 用 の 承 認 の 取 消 し 及 び 使 用 の 停 止
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別記様式第 1号（第 3条関係） 

 

（ドッグラン用） 

 

いしかわ動物愛護センター使用承認申請書 

 

年  月  日 

 

 いしかわ動物愛護センター所長 様 

 

 

                         住  所 

                         （所在地） 

申請者 氏  名 

                         （名称及び代表者の氏名） 

                         電話番号 

 

 

 次のとおり使用の承認を受けたいので申請します。 

 

使 用 区 分 □ 専用使用に供する部分    □ 共同使用に供する部分 

使 用 の 期 間 
年   月   日（   曜日）   時   分から 

年   月   日（   曜日）   時   分まで 

使 用 す る 人 数                     人 

使 用 さ せ る 犬 の 数                     頭 

使 用 さ せ る 犬 に 係 る 

届 出 番 号 
 

※ 使    用    料           円 

 

備考  

 １ 「使用区分」の欄は、該当する箇所の□にレ印を付してください。 

２ ※の欄は、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１号（第３条関係）（ドッグラン用）
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別記様式第 1号（第 3条関係） 

 

（研修室用） 

 

いしかわ動物愛護センター使用承認申請書 

 

年  月  日 

 

 いしかわ動物愛護センター所長 様 

 

 

                         住  所 

                         （所在地） 

申請者 氏  名 

                         （名称及び代表者の氏名） 

                         電話番号 

 

 

 次のとおり使用の承認を受けたいので申請します。 

 

使 用 の 目 的 

（催物の名称） 
 

使 用 の 期 間 

搬入 

年   月   日（  曜日） 

 時    分から 

搬出 

  年   月   日（  曜日） 

     時    分まで 

催物の開催期間 
年    月    日（  曜日）   時   分から 

年    月    日（  曜日）   時   分まで 

主 催 者 の 

氏 名 又 は 名 称 
                     

責 任 者 の 氏 名                      

共 催 者 の 

氏 名 又 は 名 称 
      

入 場 料 有 ・ 無 
最高 

       円 

入 場 ・ 使 用 

予 定 人 数 
        人 

※ 使  用  料           円 

 

備考  

 １ ※の欄は、記入しないでください。 

 ２ プログラム等催物の内容がわかる参考資料を添付してください。 

 

 

 

 

 

 

別記様式第１号（第３条関係）（研修室用）
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別記様式第 2号（第 5条関係） 

 

 

いしかわ動物愛護センター使用変更承認申請書 

 

年  月  日 

 

 いしかわ動物愛護センター所長 様 

 

 

                         住  所 

                         （所在地） 

申請者 氏  名 

                         （名称及び代表者の氏名） 

                         電話番号 

 

 

次のとおり変更の承認を受けたいので申請します。 

 

承 認 年 月 日 年        月        日 

使 用 区 分 ・ 

使 用 の 目 的 

□ ドッグラン 

  □ 専用使用に供する部分    □ 共同使用に供する部分 

□ 研修室 

（使用の目的（催物の名称）：                      ） 

変 更 の 内 容 

変 更 前 変 更 後 

  

変 更 の 理 由  

※ 使   用   料               円               円 

※ 処      理 承認 ・ 不承認 ※通    知         年    月    日 

 

備考  

 １ 「使用区分・使用の目的」の欄は、該当する箇所の□にレ印を付してください。 

２ ※の欄は、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第２号（第５条関係）
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別記様式第 3号（第 6条関係） 

 

 

いしかわ動物愛護センター使用料減免申請書 

 

年  月  日 

 

 いしかわ動物愛護センター所長 様 

 

 

                         住  所 

                         （所在地） 

申請者 氏  名 

                         （名称及び代表者の氏名） 

                         電話番号 

 

 

次のとおり使用料の減免を受けたいので申請します。 

 

承 認 年 月 日 年        月        日 

使 用 区 分 ・ 

使 用 の 目 的 

□ ドッグラン 

  □ 専用使用に供する部分    □ 共同使用に供する部分 

□ 研修室 

（使用の目的（催物の名称）：                      ） 

使 用 の 期 間 
     年    月    日（    曜日）    時    分から 

     年    月    日（    曜日）    時    分まで 

使 用 料 円 減免を受けようとする金額 円 

減 免 の 理 由  

※ 減 免 の 金 額          円 ※ 減免後の使用料の金額 円 

 

備考  

 １ 「使用区分・使用の目的」の欄は、該当する箇所の□にレ印を付してください。 

２ ※の欄は、記入しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第３号（第６条関係）
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別記様式第 4号（第 7条関係） 

 

 

いしかわ動物愛護センター使用料返還申請書 

 

年  月  日 

 

 いしかわ動物愛護センター所長 様 

 

 

                         住  所 

                         （所在地） 

申請者 氏  名 

                         （名称及び代表者の氏名） 

                         電話番号 

                          

 

次のとおり使用料の返還を受けたいので申請します。 

 

承 認 年 月 日 年        月        日 

使 用 区 分 ・ 

使 用 の 目 的 

□ ドッグラン 

  □ 専用使用に供する部分    □ 共同使用に供する部分 

□ 研修室 

（使用の目的（催物の名称）：                  ） 

使 用 の 期 間 
     年    月    日（    曜日）    時    分から 

     年    月    日（    曜日）    時    分まで 

支 払 済 の 金 額 円 支 払 年 月 日 年   月   日 

返 還 の 理 由  

返 還 を 受 け よ う と 

す る 金 額 
円 

振 込 金 融 機 関 名 

口 座 名 ・ 番 号 
 

※ 返 還 の 金 額         円 ※ 返 還 年 月 日 年   月   日 

 

備考  

 １ 「使用区分・使用の目的」の欄は、該当する箇所の□にレ印を付してください。 

２ ※の欄は、記入しないでください。 

 

別記様式第４号（第７条関係）

令和６年６月 25 日（火曜日） 号� 外8 石 川 県 公 報



訓 令

石川県訓令第10号

庁 　 　 中 　 　 一 　 　 般

出 　 　 先 　 　 機 　 　 関

　石川県職員特殊勤務手当支給規程（昭和35年石川県訓令第10号）の一部を次のように改正する。

　　令和６年６月25日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

　第９条第１項中「豪雨等」を削り、同項第４号を削り、同条第２項を次のように改める。

２�　条例第９条の２第２項第７号㈠及び同項第８号に規定する知事が定める災害は、災害対策基本法（昭和36年法律

第223号）に基づく災害対策本部又は石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）に基づく石油コンビナー

ト等現地防災本部が設置された災害、災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害のうち暴風、豪雨、

豪雪、洪水、地震、津波、火山爆発又は大規模な火事によるもの、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第

156号）に基づく原子力災害対策本部が設置された災害その他知事が別に定める災害とする。

　第９条に次の１項を加える。

３　条例第９条の２第２項第８号に規定する知事が定める額は、710円とする。

　本則に次の１条を加える。

（遭難救助等作業に従事する職員の特殊勤務手当）

第10条　条例第13条第２項第１号に規定する知事が定める災害は、前条第２項に規定する災害とする。

　　　附　則

　この訓令は、公表の日から施行し、改正後の石川県職員特殊勤務手当支給規程の規定は、令和６年１月１日から適

用する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

石川県訓令第11号

健 　 康 　 福 　 祉 　 部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 石 川 県 工 業 試 験 場 等 の 手 数 料 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　　 令 和 六 年 六 月 二 十 五 日

 石 川 県 知 事　　 馳　　　　　　　　 浩

石 川 県 規 則 第 二 十 六 号

　　　 石 川 県 工 業 試 験 場 等 の 手 数 料 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 石 川 県 工 業 試 験 場 等 の 手 数 料 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 別 表 1
3
の 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

⑸
デ設
ジ備
タ指
ル導
活　
用　
も　
の　
づ　
く　
り　
開　
放　
試　
験　

真空熱処理炉 １時間 7,530円

マシニングセンタ １時間 3,910円

レーザートラッカー測定システム １時間 5,680円

ロボット加工機 １時間 6,870円

デジタル高度化支援設備 １時間 1,710円

⑹　機器操作技術指導 １時間 1,610円

　　　 附　 則

　 こ の 規 則 は 、 令 和 六 年 六 月 二 十 六 日 か ら 施 行 す る 。
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　石川県麻薬取締員証規程（平成15年石川県訓令第９号）の一部を次のように改正する。

　　令和６年６月25日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

　別図身分証（裏面）中「大麻取締法」を「大麻草の栽培の規制に関する法律」に、「覚せい剤取締法」を「覚醒剤

取締法」に、「第84条第25号（第76条の７第１項及び第２項の規定に係る部分に限る。）及び第26号」を「第84条第９

号（名称、形状、包装その他の厚生労働省令で定める事項からみて医薬品医療機器等法第14条、第19条の２、第23条

の２の５若しくは第23条の２の17の承認若しくは医薬品医療機器等法第23条の２の23の認証を受けた医薬品又は外国

において、販売し、授与し、若しくは販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列（配置を含む。以下この項に

おいて同じ。）をすることが認められている医薬品と誤認させる物品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目

的で貯蔵し、若しくは陳列をする行為に係るものに限る。）、第19号（医薬品医療機器等法第55条の２の規定に係る部

分に限る。）、第21号、第27号（医薬品医療機器等法第70条第１項に係る部分については、医薬品医療機器等法第55条

の２に規定する模造に係る医薬品に係る部分に限る。）及び第28号」に、「第86条第１項第23号及び第24号」を「第86

条第１項第25号及び第26号」に改め、「第87条第13号（」の次に「医薬品医療機器等法第69条第４項及び第６項（医

薬品医療機器等法第55条の２に規定する模造に係る医薬品に該当する疑いのある物に係る部分に限る。）並びに」を、 

�「第15号」の次に「（以下この項において「第83条の９等の規定」という。）」を加え、「これら」を「第83条の９等」

に、「行なう」を「行う」に、「互に」を「互いに」に改める。

　　　附　則

　この訓令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律（令和５年法律第84号）の施行の日か

ら施行する。

土木部(水道用水供給事業)

石川県企業管理規程第３号

　石川県企業職員の給与に関する規程（昭和42年石川県電気事業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。

　　令和６年６月25日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩

　第４条第２項の表中

「

� 」

　豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれが

ある送水・浄水施設において行う巡回監視又は当該送水・浄水施設における重大

な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若し

くは応急作業のための災害状況の調査（以下「応急作業等」という。）

巡回監視１日につき

� 710円

応急作業等１日につき

� 1,080円

　豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある

現場において行う避難所の運営その他これに類する作業又は罹
り

災証明に係る家屋

の調査その他これに類する作業（以下「避難所運営作業等」という。）

１日につき

� 710円

を

「

� 」

　異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある送

水・浄水施設において行う巡回監視又は当該送水・浄水施設における重大な災害

の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応

急作業のための災害状況の調査（以下「応急作業等」という。）

巡回監視１日につき710

円（大規模な災害に係る

作業に従事した場合にあ

つては、1,080円）

応急作業等１日につき

1,080円

　異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある現場に

おいて行う避難所の運営その他これに類する作業又は罹
り

災証明に係る家屋の調査

その他これに類する作業（以下「避難所運営作業等」という。）

１日につき710円（大規

模な災害に係る作業に従

事した場合にあつては、

1,080円）

に

改め、同表備考を次のように改める。

　備考
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　　１�　この表において「大規模な災害」とは、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）に基づく災害対策本部又

は石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）に基づく石油コンビナート等現地防災本部が設置さ

れた災害、災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された災害のうち暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、津波、

火山爆発又は大規模な火事によるもの、原子力災害対策特別措置法（平成11年法律第156号）に基づく原子力

災害対策本部が設置された災害その他知事が別に定める災害をいう。

　　２�　同一の日に２以上の作業（応急作業等及び避難所運営作業等を除く。）に従事したときは、作業１日につき

500円を超えない額の手当を支給する。

　　３�　同一の日に応急作業等及び避難所運営作業等に従事したときは、作業１日につき、当該作業のうちいずれか

高い額の定めのある作業に応じた額を支給する。

　　　附　則

（施行期日）

１�　この規程は、公表の日から施行し、改正後の石川県企業職員の給与に関する規程（以下「新規程」という。）の

規定は、令和６年１月１日から適用する。

（特殊勤務手当の内払）

２�　新規程の規定を適用する場合には、改正前の石川県企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された特

殊勤務手当は、新規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
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